
②
85歳以上の人全員

84歳以下でマイナ保険証を普段から利用していない人※2
「資格確認書」を送付します

　医療機関受診の際は、「資格確認書」または「マ
イナ保険証」を窓口に提示して受診してください。
限度区分の併記を希望する人は、市民課 国保年
金係、または大和・塩沢市民センターで手続きし
てください。

①
84歳以下で、

マイナ保険証を普段から利用している人※１
「資格情報のお知らせ」を送付します

　医療機関受診の際は、マイナ保険証を利用して
ください。このお知らせは、健康保険の資格情報
を確認できるよう交付する書類（A4 サイズ）です。
顔認証付きカードリーダーで読み取りができない
場合に提示してください。単体では受診できませ
ん。

後期高齢者医療制度に加入しているみなさん

マイナ保険証を持っている人でも、
次の場合は窓口での申請により資格確認書を発行します

マイナ保険証のご利用状況は、お届けした資格確認書または資格情報のお知らせを作成した時点の情報
です。
※１ マイナ保険証を普段から利用している人は、以下の条件をどちらも満たす人です
　・過去１年間で６回以上マイナ保険証を利用している人
　・概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用している人
※２ マイナ保険証を普段から利用していない人は、上の※１に該当しない人です

　・�マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人
　・�介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が

困難な場合など
　※詳しくは市民課 国保年金係へお問い合わせください

マイナンバー総合
フリーダイヤル 0120-95-0178

マ イ ナンバー

５番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

受付時間（年末年始を除く） 平　日土日祝
:
:
9時30分～20時00分
9時30分～17時30分

マイナ保険証
のメリットな
どについて

資格確認書に
ついて

　年齢とマイナ保険証の利用状況によって、取り扱いが異なります。

新しい資格確認書は
ベージュ色です
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